
平成３０年度 滋賀県立聴覚障害者センター事業 

◇◆◇きこえの相談◇◆◇ 
テレビの音が大きくなった、会話が聞き取りにくい、補聴器をつけてもよく聞こ

えないなど、きこえや補聴器に関する悩みがある方はご相談ください。 

聴力検査をはじめ、きこえや補聴器などに関する相談をさせていただきます。 
 

◇きこえの相談：専門家（言語聴覚士）が聞こえに関する相談を行います。（予約制です） 

◇聞こえのサロン：同じ障害を持つ当事者による相談を行います。（予約制です） 

 

○相談日時：４月１４日（土）、５月１２日（土）、７月７日（土）、９月８日（土）、１１月１０日（土） 

        １月１９日（土）、２月１６日（土）、３月９日（土） いずれも１０：００～１６：００ 

○場   所：滋賀県立聴覚障害者センター（地図裏面） 

草津市大路２丁目１１－３３（ＪＲ草津駅東口より徒歩１０分） 

 

○相談日時：６月９日（土）、１０月１３日（土）  １０：００～１６：００ 

○場   所：湖西総合在宅サービスセンターほろん（高島市今津町住吉２丁目１１－２） 

 

○相談日時：８月４日（土）、１２月１日（土）  １０：００～１６：００ 

○場   所：湖北みみの里（米原市宇賀野２６９） 

 
◇無料相談。予約制ですので、事前にＴＥＬ・ＦＡＸでご予約ください。 

◇問い合わせ・申込先：滋賀県立聴覚障害者センター 

ＴＥＬ：０７７－５６１－６１１１／ＦＡＸ：０７７－５６５－６１０１ 

きりとり 

＜平成３０年度版＞ 

ふりがな  
年

齢 

 
性

別 
男 ・ 女 

受付日 担当者 

氏名 
   

住所 
〒（            ） 携帯メール 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

第１希望    月   日 10:00～（  ） 10:45～（  ） 11:30～（  ） 13:00～（  ） 13:45～（  ） 14:30～（  ） 

第２希望    月   日 10:00～（  ） 10:45～（  ） 11:30～（  ） 13:00～（  ） 13:45～（  ） 14:30～（  ） 

きこえの

相談内容 

○を付けてください。 

１．聴力に関すること 

２．補聴器に関すること 

３．生活上の不自由 

４．周囲との関係 

５．コミュニケーションの取り方 

６．その他 

サロンの

相談内容 

１．当事者（難聴者）による相談を希望 

２．その他 

【お困りごとを具体的にお書きください】 
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